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別紙２ 居住環境水準

１ 居住環境水準の項目（地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘導等の方向性を示すための要素）

(2) 美しさ・豊かさ
② 市街地の空間のゆとり・景観

【住生活基本計画（全国計画）（平成１８年９月１９日閣議決定）抜粋】

・狭小宅地率
・良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等良好な
市街地環境の形成を図ることを目的とした地区の指定比率

（２）美しさ・豊かさ

② 市街地の空間のゆとり・景観

指 標項 目

１ 住生活基本計画（全国計画）における「宅地規模」に関する目標等

目標２ 良好な居住環境の形成

安全・安心、美しさ・豊かさその他の地域における居住環境に関し、別紙２の居住環境水準に
基づき、その維持及び向上を図り、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、住民が誇り
と愛着を持つことのできる居住環境の形成を目指す。

基本的施策

建築協定、緑地協定、地区計画、景観計画、総合設計等の規制誘導手法の活用等を促進する
ことにより、良好な街並みや景観、住宅市街地における緑等の維持及び形成を図る。

第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成のために必要な基本的施策

２ 居住環境水準の指標（地方公共団体において基本的な計画を策定する際に、目標を定めるための具体的な尺度となるものの例）

住戸及び住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等が立地条件
等に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候・風土、歴史、文化等に即して、
良好な景観を享受することができること。

２



都道府県別宅地面積（ストック Ｈ１５年）

２．宅地面積の現状
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●持ち家・一戸建て住宅における宅地規模の全国比較

総務省平成１５年『住宅・土地統計調査』
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●近年、全国的には、Ｓ６１～Ｈ２取得をピークとして減少傾向にある。

●都道府県別に見ると、全国平均を下回る都府県（土地取引件数が多い）における傾
向が、全国平均の数値に影響を及ぼしていることが見受けられる。ただし、北関東
や近畿圏において、最近、増加傾向にある府県も存在する。
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中部・近畿（持ち家・一戸建て）
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２人世帯が多い。

４人世帯までは宅地面積に
大きな差はないが、
５人以上になると広くなる。

核家族の割合が大きいが、
宅地面積は最も狭い。

親・親族との同居になると
宅地面積は一気に広くなる。

●２～４人世帯では宅地面積に大きな差がないが、５人以上になると急に広くなる
●二人世帯が保有している宅地が最も多い
●核家族（夫婦と子の世帯）の割合が最も大きいが、宅地面積は最も狭い
●三世代居住等における宅地面積は広い

世帯人員及び世帯の型別

「世帯に係る土地基本統計」平成１５年 国土交通省土地・水資源局

世帯人員 世帯の型

２．宅地面積の現状
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●６０、７０歳代を中心に、高齢者世帯が多くの宅地を保有している
●世帯主が４５歳以上の世帯の保有する宅地では、年齢別に見ても広さに大きな差はない
●世帯年収が多いほど宅地規模が大きくなるが、その傾向は1,000万円以上で顕著である

収入が一定程度で安定してくると
思われる４０代後半以上では、
宅地面積に大きな差はない。
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世帯が宅地を保有している。
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高額所得者に比べれば、
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宅地規模の増加率は大きくない。
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年収に比例して宅地が広くなる。

年齢及び世帯年収別

家計を主に支える者の年齢 世帯年収

「世帯に係る土地基本統計」平成１５年 国土交通省土地・水資源局

２．宅地面積の現状
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●特に会社などの法人（住宅供給事業者）から購入された宅地が狭い

取得方法別

購入された宅地規模は小さく、
住宅供給事業者等から購入した
宅地の狭さが際立つ。

取得方法

「世帯に係る土地基本統計」平成１５年 国土交通省土地・水資源局

２．宅地面積の現状
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３-１ 宅地の細分化の現状①

３．宅地の細分化の現状と問題点

宅地細分化の現状

一人当たりの宅地面積は減少し続け、
２５年間で約７～８割の規模に縮小
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が、区部では微増傾向にある。

※とくに目黒区、大田区、世田谷区で10％以上増加
（S63年からH15年の増加率）

いずれも「敷地の細分化の実態等に関する調査報告書」（平成１７年３月 国土交通省土地・水資源局）よりデータ引用
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３-１ 宅地の細分化の現状②

世田谷区Ｍ地区における宅地細分化の状況

宅地細分化の現状

●1970年代では200㎡から500㎡の中規模宅地が半数近くを占めていたが、
1980年代以降は100㎡から200㎡の標準宅地が主流となっている。

●小規模宅地の増加が顕著であり、1970年と比較して、2004年における
小規模宅地の占める割合は約2.5倍に増加している。

1970年 2004年

小規模 標準 中規模 大規模

0～100㎡ 100㎡～200㎡ 200㎡～500㎡ 500㎡～

33 81 110 23

13.4% 32.8% 44.5% 9.3%

87 135 112 12

25.1% 39.0% 32.4% 3.5%

111 144 107 12

29.7% 38.5% 28.6% 3.2%

122 156 100 11

31.4% 40.1% 25.7% 2.8%

133 163 98 10

32.9% 40.3% 24.3% 2.5%
2004

1970

1980

1990

2000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1970 1980 1990 2000 2004

0～100㎡ 100㎡～200㎡ 200㎡～500㎡ 500㎡～

規模別宅地数とその割合の推移 1970年と2004年における宅地面積の様子

いずれも「敷地の細分化の実態等に関する調査報告書」（平成１７年３月 国土交通省土地・水資源局土地政策課）よりデータ引用

・世田谷区の一部

・大部分が第一種低層住居専用地域

（容積率150％、建ぺい率60％）

・最低宅地面積規制70㎡（用途地域）

・人口：17,754人、世帯数：9,979世帯

人口密度98.8人／ha（2005年）

地区データ

３．宅地の細分化の現状と問題点
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（２）美しさ・豊かさ

（１）安全・安心

（３）持続性

３-２ 宅地の細分化の問題点

宅地細分化の問題点

●定住志向の低下

●近隣地域の資産価値の低減

概ね100㎡未満の
宅地規模の戸建て住宅

住宅市場の中で狭
小戸建て中古住宅
の地位が低下

空家化、高齢
者等の定着化

土地利用の非効率化

住環境の悪化

地域コミュニティの崩壊 等の恐れ強い住み替え志向

３．宅地の細分化の現状と問題点

●緑被率が低下

●日照、採光、通風等の確保が困難

●良好な街並みの維持が困難

●延焼の危険性が増大

●避難、消防活動が困難
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４-1 法律に基づく最低宅地面積の規制

●大都市地域及び市街地周辺地域における
優良な宅地、居住環境の良好な住宅地

●農山村地域及び都市の近郊等における
潤いのある豊かな生活を営むことができる住宅

→ １７０㎡

→ ３００㎡

４．宅地面積に関する基準

法 律 新住宅市街地開発法
大都市における優良宅地開発の
促進に関する緊急措置法

優良田園住宅の建設の促進に
関する法律

成 立 Ｓ３８年 Ｓ６３年 Ｈ１０年

該当条文
法§２１②
規則§１１①－１２

法§４①－４
規則§４①－１、２

法§２①－１
規則§１

最低宅地面積

１７０㎡
（ただし、地形の状況その他の特別の
事情によりやむを得ない場合において
は、１５０㎡）

１７０㎡
（ただし、地形の状況その他の特別の
事情によりやむを得ない場合において
は、１５０㎡）

３００㎡

かつ、平均２００㎡

目 的

人口の集中の著しい市街地の周辺の地
域における住宅市街地の開発に関し、
新住宅市街地開発事業の施行その他必
要な事項について規定することによ
り、健全な住宅市街地の開発及び住宅
に困窮する国民のための居住環境の良
好な住宅地の大規模な供給を図り、も
つて国民生活の安定に寄与すること

大都市地域において一の都府県の区域
を超える広範な地域に及ぶ著しい住宅
地需要が存していることにかんがみ、
優良な宅地開発を促進するための緊急
の措置を講ずることにより、良質な住
宅地の円滑な供給を図り、もつて大都
市地域における住民の生活の安定と当
該地域の秩序ある発展に寄与すること

多様な生活様式に対応し、かつ、潤い
のある豊かな生活を営むことができる
住宅が求められている状況にかんが
み、農山村地域、都市の近郊等におけ
る優良な住宅の建設を促進するための
措置を講ずることにより、健康的でゆ
とりのある国民生活の確保を図ること

対象地域
人口の集中の著しい市街地の周辺の地
域

広範な地域に及ぶ著しい住宅地需要が
存している大都市地域

農山村地域、都市の近郊等

実 績
３８地区 約8,900ha、約100万人
（計画面積、計画人口）

４０地区 約44,000戸（計画）
基本計画策定：３１市町村
建設計画策定：１１市町村、３０２戸
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●余裕のある宅地への意識付
けの意味を込めて、平均宅地
面積を超える広さを有するも
のを良好な宅地と設定

優良田園住宅法

○潤いのある豊かな生活を営むことができる規模である
こと
○住宅事情を踏まえて、将来のあるべきひとつの住宅像
を示し、それを目指す者に対して政策支援することを
宣言する法律という正確を有すること

規制の考え方

２００㎡→１７０㎡に引き下げ

Ｓ６１年 新住法改正時の通達

○住宅は二階建住宅が主流となり、平屋建
住宅が多くみられた立法当時に比べより
少ない宅地の面積で良好な居住環境を確
保することができること
○住宅の防火性能が向上していること

１ｍ

７ｍ

７ｍ

１０ｍ

５ｍ

３ｍ

１ｍ１ｍ

９ｍ

１.５ｍ

１８.５ｍ

居住面積：１２３㎡（二階建）
４人世帯の一般型誘導居住面積

駐車スペース：１台（３ｍ×５ｍ）
境界との距離
北（玄関）：１.５ｍ
東西 ：１ｍ

日照条件：冬至日４時間
南北隣棟間隔８ｍ

優良法

９ｍ×１８.５ｍ＝１６６.５㎡→１７０㎡

●４人世帯の一般型誘導居住面積を基準とし、
諸条件を最低限度に満たす広さを有するものを良好な宅地と設定

新住法

対象地域：人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地（新住法）及び、大都市地域（優良法）

対象地域：農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域

全国の平均宅地
面積以上の規模

３００㎡

＝

４．宅地面積に関する基準
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「最低100㎡の住宅延べ床面積が確保できる宅地
面積」のように、一定の床面積を確保するという観
点から最低宅地面積が設定されている事例もある。

①用途地域による最低宅地面積規制

○1990年代に横浜市、川崎市などの地方公共団体において、用途地域による最低宅地面積の規制を導入。
○平成１６年には、東京都における用途地域の見直しに伴い１２市区（５区＋７市）において導入され、
その後、平成１８年に札幌市において導入されるなど、広がりを見せつつある。

４-2 地方公共団体による規制① ～用途地域

一定の建築面積の確保
東京都２３区内を中心に、４０㎡前後の建築面積
を確保するための最低宅地面積が、建ぺい率ごとに
設定されている。

宅地の細分化の防止

●最低宅地面積規制の目的●

150～200㎡程度の宅地面積を確保することで、居
住面積の確保と比較的余裕のある外部空間が形成さ
れる。

政令指定都市等において、100～125㎡を最低宅地
面積に設定。200～250㎡程度を下回る宅地において
は分割不可能となるため、一定規模以下への宅地の細
分化を防止する効果がある。

４．宅地面積に関する基準

一定の住宅床面積の確保

比較的良好な居住環境の維持

都市の規模毎に最低宅地面積の
設定値が異なる

地方都市

150～200㎡

主に地方都市

150～200㎡100～125㎡

政令指定都市等

100～125㎡

都内市・
政令指定都市 等２３区内

100㎡未満

２３区内

100㎡未満

１４

（60，40）（100，60）（60，40）（60，40）（80，40）（80，40）（100，50）（80，40）（80，40）（100，50）（100，50）（200，60）（容積率，建ぺい率）の例

・静岡県内市町
・福岡県内市町

・横浜市
・札幌市・横浜市

・川崎市
・都内市・東大和市

・２３区内
・都内市
・横浜市
・川崎市

・２３区内主な自治体

５０市町１１市町４２市町３市３市６市１市７区市１区３区５区２区設定自治体数

20018016515012512011010085807060最低宅地面積（㎡）

（平成17年度末時点、国土交通省調べ）



≪事例①≫ 一定の建築面積の確保＋宅地の細分化の防止

東京都世田谷区
●第１種及び第２種低層住居専用地域に最低宅地面積を設定
●建ぺい率と最低宅地面積の指定により、建築面積約４０㎡を確保

世田谷区では昭和５５年から細分化を防止する行政指導を行って
きており、平成１５年の用途地域の見直しに併せて、第１種及び
第２種住居専用地域内に最低宅地面積規制を導入。

一定規模以上の宅地を確保することにより、一定の建築面積を確
保するとともに、狭小宅地化を防止することで、住環境の保全やゆ
とりある住宅地の誘導等を推進。
加えて、木造住宅密集市街地に対応した地区計画等、５２の地区
計画が策定済みである等、地域特性に即したルールづくりが行われ
ている。

①

②

③

④

①

②

③
④

第１種低層住居専用地域 （１５０％、６０％） ７０㎡規制

４．宅地面積に関する基準

建ぺい率 容積率 用地地域 最低宅地面積 建築面積 延床面積 地域面積

４０％ ８０％ １００㎡ ４０㎡ ８０㎡ 259.9ha

８０％ 第1種低層住居専用地域 ６４㎡ 1,723.5ha

１２０㎡ 228.2ha

１５０％ 第１種低層住居専用地域 660ha

第２種低層住居専用地域 44ha

２００％ 第１種低層住居専用地域 6.4ha

第２種低層住居専用地域 41.6ha

１０５㎡

１４０㎡

６０％

５０％ ８０㎡ ４０㎡

７０㎡ ４２㎡
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・中間値を設定
・現状２５０㎡未満の宅地を分割不可能へ
・従前の行政指導との継続性

・横浜市の平均世帯人員（当時）＝３.１人
３人世帯一般型誘導居住水準 ＝９８㎡

・過去５年（当時）の平均床面積
＝１０５～１３０㎡

・過去３年（当時）の容積率違反戸建て住宅
の平均床面積 ＝約１００㎡

・従前の行政指導との継続性

１２５㎡

≪事例②≫ 一定の延床面積の確保＋宅地の細分化の防止

横浜市
●用途地域の見直しによる容積率の緩和と併せて最低宅地面積規制を導入
●「最低１００㎡の住戸規模が確保できる宅地面積」を最低宅地面積に設定

昭和４０年代後半に宅地の細分化による小規模宅地での建て売り分譲
が目立って増加したため、横浜市では戸建て分譲住宅に対して１００㎡
以上の宅地とするように指導を行ってきていた。

平成４年の都市計画法等の改正を受けて容積率の緩和を行うとともに、
改正時に同時に導入された最低宅地面積規制を取り入れ、平成８年に
第１種・第２種低層住居専用地域全域に最低宅地面積規制を設定。

・昭和４０年代の公団による分譲戸建て住宅地
＝３００㎡強

・１５０㎡規制では分割可能になってしまう
・２００㎡では横浜市の地価や立地特性等を
勘案すると過大

・従前の行政指導との継続性

１００㎡

１６５㎡

第１種低層住居専用地域 （８０％、４０％） １２５㎡

４．宅地面積に関する基準

用途地域 容積率 最低宅地面積 延床面積

６０％ １６５㎡ ９９㎡

８０％ １２５㎡（※） １００㎡

１００％ １００㎡ １００㎡

※ただし、港北ニュータウン土地区画整理事業地区は１６５㎡

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
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４-3 地方公共団体による規制② ～地区計画

●全国約２,４００の地区計画において最低宅地面積を設定

②地区計画による最低宅地面積規制

都道府県
60以上
80未満

80以上
100未満

100以上
125未満

125以上
150未満

150以上
165未満

165以上
200

200以上
225未満

225以上
250未満

250以上
300未満

300以上
400未満

400以上
500未満

500以上
1000未
満

1000以
上

計
地区計
画総数
※

宮　城 2 17 22 6 20 2 5 8 82 113

東京都 17 22 58 89 40 51 7 1 2 287 448

神奈川県 27 18 43 27 21 2 5 12 1 13 169 246

新　潟 10 18 2 9 2 1 5 2 49 102

広　島 1 49 4 54 110

全　国 22 112 341 320 500 779 727 79 75 102 19 58 43 2,362 4,034

※再開発等促進区を除く…最多区分 …次点区分

優良田園住宅 ５００㎡：横曽根・小猿屋・荒屋地区（新潟県上越市）
３００㎡：品井沼地区（宮城県松島町） 等

ゆとりある緑豊かな田園景観と調和した良好な魅力あるまちづくり

既存集落の営農条件との調和に配慮しつつ、ゆとりある良好な住環境をもった住宅地を形成

２５０㎡：滝谷地区市街化調整区域（新潟県長岡市） 等
市街化調整区域

２００㎡：泉パークタウン高森東地区（宮城県仙台市）
１８０㎡：仙台南ニュータウン地区（同上） 等

戸建て専用住宅を中心に、閑静な落ち着きのある住宅地を形成

地方都市郊外
※いずれも建築協定から地区計画へ移行

区画整理地区 １６５㎡：仁保南地区（広島県広島市）
港北ニュータウン中央地区（神奈川県川崎市） 等

地区の特性に応じた良好な建築物等の誘導を行い、住宅地にふさわしい良好な居住環境を形成

※いずれも土地区画整理事業地区

宅地の細分化
防止地区 １３０㎡、１６０㎡：玉川田園調布１・２丁目地区（東京都世田谷区） 等

宅地の細分化、土地利用の混在等による住環境の悪化を防止することにより、地域の良好な住環境の維持・向上

６０㎡、８０㎡：北沢３・４丁目地区（東京都世田谷区） 等

木造住宅
密集市街地

土地利用の適正化、道路の整備、建築物の不燃化の促進、オープンスペースの確保等

●地域の状況に応じた最低宅地面積の規制が行われている それぞれの文章は地区計画の目標より抜粋・編集

※旧再開発地区計画を除く

４．宅地面積に関する基準
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≪事例③≫ 比較的良好な居住環境の維持

八幡西区鉄竜２丁目

昭和３０年代に大規模社宅として高層住宅が建設され、
非常に活気のある街であったが、昭和５０年代には産業構造の転換や
企業の合理化による移転等により居住者が減少、平成に入ると大半が
未利用地化する状況にあった。

未利用地化した社宅跡地の活性化を目的に、平成４年から官民一体
となり住宅市街地総合整備事業に着手、地区計画を定め良好な住宅地
の開発を行っている。

●最低宅地面積を１８０㎡に設定し、現状の良好な居住環境を維持

○最低宅地面積１８０㎡
○住宅、その他公益上
必要な建築物に限定
○建ぺい率６０％
容積率１２０％

○生け垣、植栽に限定
○道路境界線まで１.５ｍ
○隣地境界線まで１ｍ
○建築物の高さ１０ｍ以内

◆地区計画の内容◆

４．宅地面積に関する基準

規 制 手 法 地区計画（八幡西区鉄竜二丁目地区地区計画）

所 在 地 北九州市八幡西区

住 宅 地 の 規 模 約７.５ha

区 画 数 、 世 帯 数 ２５２戸

建 設 時 期 平成４年～

建ぺい率、容積率 ６０％、２００％（第１種中高層住宅専用地域）

最 低 敷 地 面 積 １８０㎡

設 定 理 由 宅地開発時の敷地規模の維持
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４-4 地域住民による協定 ～建築協定

③建築協定による最低宅地面積規制

●建築協定により最低宅地面積を設定している例

４．宅地面積に関する基準

80以上
100未満

100以上
120未満

120以上
150未満

150以上
165未満

165以上
200未満

200以上 計
宅地の細分
化を禁止

建築協定数

横浜市 1 5 17 20 20 5 78 81 159 89.3% 178

京都市 12 11 13 3 10 59 1 60 87.0% 69

神戸市 10 3 13 40 53 48.6% 109

福岡市 2 4 6 7 13 32.5% 40

…最多区分 …次点区分

宅地規制を
実施する総数
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開発者が建築協定付きで販売。
1985年に団地管理組合を設立
1995年に建築協定を再度締結。

≪事例④≫ 良好な居住環境の維持

披露山庭園住宅
・建築協定により宅地購入時の広さからの分割を禁じ、５００㎡以上のゆとりある宅地を確保
・建築協定等で決められた内容に基づく審査等を、建築専門家に委託

○区画分割の禁止
○一戸建て専用住宅限定
○道路境界線まで３ｍまたは５ｍ
○土留め、擁壁高さは１ｍ以内
○建ぺい率は２０％または４０％

○宅地の空地は緑化推進
○生け垣を基本
○隣地境界線まで１.５ｍまたは３ｍ
○建築物の高さは８ｍ以内

◆建築協定の内容◆

Ｃブロック＝５００㎡

Ｂブロック＝１,０００㎡

４．宅地面積に関する基準

規 制 手 法 建築協定（逗子披露山庭園住宅地区建築協定）

所 在 地 神奈川県逗子市小坪

住 宅 地 の 規 模 約１７．８ha

区 画 数 、 世 帯 数 ２１０区画、約１８０世帯

建 設 時 期 １９６９年～

建ぺい率、容積率 ２０％、４０％　　４０％、６０％

最 低 敷 地 面 積 敷地の細分化を禁止（平均敷地面積５００㎡または１，０００㎡）

設 定 理 由 宅地開発時の敷地規模の維持
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５-1 隣地取得支援制度の導入事例

街づくり宅地資金貸付（東京都江戸川区）

●小規模宅地の解消と良好な市街地の形成を目的
●７０㎡以上の住宅地の新規購入または、隣接地の購入へ資金貸付

◆対象 ①新たに７０㎡以上の居住用の土地（土地付き住宅を含む）を購入する場合

（ただし、貸付対象は２０㎡分まで）
②・保有している土地の隣接地を購入
・区画整理事業地区内で事業施行に伴い飛び地を購入

上記のいずれかの場合で、購入後の宅地面積が７０㎡を越える場合
（７０㎡に満たなくても、良好な住環境が確保されると認められる場合は可）

◆貸付額 １，５００万円以内

◆利率 ２％ 無利子据置期間６ヶ月

◆返済期間 最長２０年

直近の３カ年では、７件で隣接地の購入による宅地の拡大事例あり（３カ年貸付全体では２４件）

４５.７㎡ ８４.４㎡

＋３８.７㎡ １.８５倍

平均貸付８６５万円（合計６,０５３万円）

５．ゆとりある宅地供給等の取組事例
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●入居予定者の決定（H16.12）後、２ヶ月に１回のペースで計８回のワークショップを実施
→その中で、全員合意となった項目のみ、建築協定・緑地協定として決定
（全員合意とならなかったもののうち、２／３以上の賛成を得たものは、 ”ガイドライン”とする）

事業名称
施行者
地区面積
計画人口
計画戸数

神戸国際港都建設事業 学園南土地区画整理事業
独立行政法人 都市再生機構
約108.4ha
約8,400人
約2,600戸

● 「ガーデンシティ舞多聞」みついけプロジェクト

・”ゴルフ場跡の地形と緑を活かした、ゆとりある宅地規模とコミュニティー育成型の自然住宅地”をコンセプトに
事業を展開。
・１画地400～800㎡を中心に、最小364㎡～最大1,642㎡までの規模の68画地を、大規模ながら一般ユーザー
が利用しやすいように、定期借地権方式で供給し、面積・敷地形状にバリエーションをもたせている。

５-2 定期借地権を活用したゆとりある宅地の供給

●公募前から入居希望者を集めたワークショップを重ねたうえで、グループ分譲を基本とし、
入居前からのコミュニティー形成に取り組んでいる

５．ゆとりある宅地供給等の取組事例
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例）環境に配慮した都市型戸建住宅開発の例

・位置指定道路を効果的な空間として利用（世田谷区Ｄ地区）

・世田谷区内

・第１種低層住居専用地域

・６戸の戸建住宅（地上２階、地下１階）

・宅地面積107～120㎡ 住戸面積140～170㎡

・事業者がコンペを実施し、168の応募の中から当該案が当選

・容積率150％ 建ぺい率50％

・最低宅地面積80㎡規制（用途地域）

地区概要

計画概要

５-３ 都心部における環境に配慮した都市型戸建住宅

５．ゆとりある宅地供給等の取組事例
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前提条件

●南北方向の隣地境界線からは最低１ｍの空地を確保

６-1 必要宅地面積の検討における条件設定

●住宅床面積は一般型誘導居住面積水準を確保

●駐車場を設置（屋外またはビルトイン）

●前面道路は４ｍ

●道路境界及び庭以外で最低１ｍセットバックした空地を１カ所以上設け、通り抜け
を確保（それ以外は最低０.５ｍのセットバック空地を確保）
●軒高と受光面高さとの差は４ｍ

●冬至４時間の日照を確保

建築条件

環境条件

●道路境界から最低１ｍの空地を確保

●北緯３６°（３５°３０′～３６°までに対応）

南面４時間日照を屋根越しで確保するための
南隣の建物壁との距離 ＝８ｍ

●南隣には、隣地境界線より１ｍ以上セットバックして次の建物が建つと設定

一般型及び地方型

都市型

２階建の建物

３階建の建物

８ｍ８ｍ

６．宅地規模のモデルスタディ

世帯人員 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上

居住面積（㎡） ５５ ７５ １００ １２５ １４３ ２５×ｎ＋２５

※ ｎは世帯人数。世帯人数が４人を超える
場合は、２５×ｎ＋２５から５％を控除。

２４



●前頁及び上記の条件を満たす宅地の規模水準 （表１）

30N+90※20N+9015N+75N人

240237.1190184.8 150145.9５人

210209.8170169.0 135137.3４人

180182.4150145.3 120116.6 ３人

160158.7130129.6 105104.5２人

ラウンドモデルラウンドモデルラウンドモデル

地方型一般型都市型

一定の環境を満たす宅地の規模水準

世帯人数

６-２ モデルパターンの検討から得られた一定の環境を満たす宅地の規模水準

・総二階建て
・駐車場１台分
・間口×奥行は正方形に近い形
・日照は１階で確保

・二階部分をセットバック
・駐車場２台分
・間口×奥行は東西に長く
・日照は１階で確保

・総三階建て
・駐車場１台分（ビルトイン）
・間口×奥行は正方形に近い形
・日照は２階で確保

一
般
型

地
方
型

都
市
型

６．宅地規模のモデルスタディ

※２人世帯を除く

上記の数値は、北入り（敷地は北側の道路に接道し、南側に宅地が存在）の場合。南入り、東西入りの場合、

設定条件をクリアするための宅地面積は、上記数値よりも小さくなる。

２５

２階で日照確保

車１台分

４ｍ

N

２階で日照確保

車１台分

４ｍ

NN

車１台分

４ｍ

N

車１台分

４ｍ

NN

４ｍ

N

車２台分

４ｍ

NN

車２台分



６-３ 一定の環境を満たす宅地の規模水準

●概ね北緯３６度の地域において、道路の接する方向を考慮しなくても確実に日照
（冬至４時間）を確保することを前提としているため、

例えば、表１で、都市型４人世帯の良質な宅地規模水準を１３５㎡としているが、
容積率８０％規制の用途地域内では、１３５×０．８＝１０８㎡の住宅面積しか確保できず、
４人世帯一般型誘導居住水準の１２５㎡を満たすことができない

●都市計画の用途地域規制の状況によっては、宅地規模を前頁の値だけ確保しても、
一般型誘導居住水準を満たせない可能性がある。

●車の保有台数や、駐車スペースの配置の仕方（建物の内か外か）も、宅地規模に影響。

②宅地の南側の状況等によっては、示した数値以下の規模でも一定の日照確保が可能。

①北海道等の高緯度の地方においては、日照確保の目的は宅地規模の大規模化の要因となる。

住宅の建て方、用途地域の規制状況、緯度等によって、
一定の環境を確保できる宅地の規模水準は異なるため、

地方で独自に定められることが望ましい

６．宅地規模のモデルスタディ

留意点
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６-４ 一般型モデルにおける宅地規模水準の達成率（全国・借家を含む）

６．宅地規模のモデルスタディ

「世帯に係る土地基本統計」平成１５年 国土交通省土地・水資源局

一般型モデルにおける一定の環境を満たす宅地の規模水準達成率
（全国／借家を含む）

37%

38%

29%

22%

63%

62%

71%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

５人世帯（宅地規模190㎡）
n=2,151000

４人世帯（宅地規模170㎡）
n=3,938,000

３人世帯（宅地規模150㎡）
n=4,497,000

２人世帯（宅地規模130㎡）
n=6,085,000

水準未満の世帯 水準以上の世帯
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●老後は郊外や農村で過ごしたいとの回答が８割以上
・郊外の一戸建てを希望する回答だけでも半数を占め、
老後は都会では得られないライフスタイルを求める
声が多い。

７-１ 宅地規模に関する国民意識

「国土の将来像に関する世論調査」内閣府大臣官房政府広報室 （平成１３年６月）

●理想的な一戸建て住宅の宅地規模は２００㎡前後
・１５０～２００㎡と２００～３００㎡を理想的な
規模とする回答を合わせると半数を超える。

●宅地の扱いについては意見が分かれる
・宅地の細分化に否定的な回答が３６．５％ある一方、
宅地の扱いは個人の自由だとする回答も３９．６％
とほぼ同程度ある。

７．政策の方向性等

２８

「住宅に関する世論調査」内閣府大臣官房政府広報室 （平成１６年１１月）

優良住宅地の宅地の細分化についてどう思うか

19.4 17.1 39.6 16.17.0

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数
（2,048人）

そのような住宅地は、社会全体の貴重な財産であるから、行政が何らかの施策を実施すべきだ

そのような住宅地は、社会全体の貴重な財産であるから、その所有者は土地の切り売りをひかえるべきだ

それぞれの敷地は、個人の財産であるから、所有者が自由に処分してかまわない

そのような住宅地では、むしろ中高層建築物への建て替えを促進し、土地を有効に利用していくべきだ

その他

わからない

郊外の一戸建て住宅の理想の宅地面積

3.9

14.9 30.1 24.2 15.4 4.6 6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

（2,048人）

100㎡未満 100～150㎡ 150～200㎡ 200～300㎡

300～500㎡ 500㎡以上 わからない

老後の居住に関する意向（都心か田舎か）

14.1 53.1 28.6

2.5

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数
（3,491人）

生活に便利な都会のマンションなどで暮らしたい

家庭菜園やガーデニングなどができるような郊外の一戸建てで暮らしたい

野菜づくりなどを楽しみながら、農村などで暮らしたい

その他

わからない



７-２ 取組みの方向性等

７．政策の方向性等

・人口、世帯数の減少 ⇒ ゆとりある居住環境の創出のための好機

・適切に居住環境が維持管理されなければ、住宅地全体の魅力、資産価値が低下

市場を通じて適切な選択を実現し、
豊かな住生活を実現

住宅の建設・購入等の際の判断指針

居住者

住宅の建設・
分譲事業者

住宅供給の際の指針

行 政

公的な支援を講じるための根拠

誘導的な宅地水準を提示する意義

・地方公共団体における誘導的宅地規模水準の設定

都道府県住生活基本計画における位置付け等

具体的方策

●基本的考え方

・情報提供

住宅の建設・分譲事業者、居住者等に対する

適切な情報提供

・住民間の協定、都市計画・建築規制の一層の活用

建築協定、地区計画、用途地域制による宅地

面積の最低限度規制等による規制・誘導

・住民主体による良好な居住環境の維持管理の促進
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